
 

 
 
 
 
 
 
 

令 和 ４ 年 ２ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 
 

 日 時  令和４年２月２５日（金󠄀）午前１０時００分～午前１１時１５分     
 

 

場 所 

 

扶桑町役場 
 

 

出席者 

 

教育長       澤木貴美子 

 

 

生涯学習課長        仙田剛宏 

教育長職務代理者  加藤髙周  文化会館長        小川健 

                教育委員      松山信雄  学校教育課主幹         戸田知孝 

     教育委員      千田まち子 学校教育指導員         大澤外美 

 教育委員      江口夏世   

教育次長兼学校教育課長           

          志津野郁    

         
 

 
   

 

 

 

議 題 

 

 

及 び 

 

 

結 果 

 

２ 協議事項 

 

 

 (１)令和４年度定期人事異動内申（案󠄀）について          承認 

   (２)令和３年度２月要・準要保護児童生徒の認定について      承認 

   (３)令和４年３月補正予算について                承認 

  (４)令和４年度予算の重点施策について              承認 

  (５)扶桑町就学援助児童生徒用衛生用品支給事務取扱要項について  承認 

  (６)扶桑町地域学校協働本部設置要綱について           承認 

  (７)当面の諸課題について 

  

３ 連絡事項  

 （１）指定外就学について 

 （２）行事予定表について 

 

４ その他 

   （１）令和４年度定例教育委員会・定例校長会の日程及び開催会場について 

定例校長会 （２）その他 

 
 

                                        



 

 

 

 

令和４年２月定例教育委員会会議録 

 

日時 令和４年２月２５日（金󠄀） 

                                                   午前１０時００分 

場所 扶桑町役場 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項   

発言者 発言内容の要旨 

教育次長 

教育長 

 

 

 

 

教育次長 

 

教育委員 

教育長 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員 

教育次長 

（１）令和４年度定期人事異動内申（案󠄀）の承認についてお願いします。 

 去る２月２２日丹葉事務協幹事会において示されました令和４年度定

期人事異動内申（案󠄀）につきまして、教育委員の皆様にはそれぞれ資料を

お渡ししております。それに基づき教育委員会でお認めをいただきます。

ただ今から資料の令和４年度定期人事異動内申（案󠄀）のご説明をさせてい

ただきます。［資料説明］以上です。 

この定期人事異動内申（案󠄀）につきまして、ご承認いただけますでしょ

うか。 

 はい。 

 ただ今、ご承認いただきましたので、扶桑町教育委員会としましてはこ

の案󠄀を承認するということで、県へ提出していきます。先生方への内示に

つきましては３月１５日ですのでご配慮お願いします。なおこの資料につ

きましては内申（案󠄀）ですので、回収させていただきます。 

次に（２）令和３年度２月要・準要保護児童生徒の認定についてお願い

します。 

別紙１をご覧いただきたいと思います。令和３年１１月と令和４年１月

申請分の準要保護児童生徒２名の名簿です。認定要件区分につきまして

は、記述説明の通りです。本日この２名が認定されますと、先月までの人

数と合わせて児童１２８名、生徒８３名、合計２１１名となりますのでご

報告します。認定よろしくお願いします。 

認定につきまして、ご質問等よろしかったでしょうか。ないようですの

でこの件つきまして、ご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

 続きまして（３）令和４年３月補正予算についてお願いします。 



主幹 

 

 

 

 

 

 

 

教育次長 

 

教育委員 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは別紙２をご覧ください。令和４年３月定例会補正予算にかかる

説明資料につきまして学校教育課から説明をさせていただきます。 

歳出です。小学校費の教育費振興費（臨時）で、全小学校の修学旅行及

び野外学習の中止に際してのキャンセル料等補助金󠄀を計上していました

が、すべての小学校で実施できましたので、キャンセル料を減額するもの

です。小学校費として４，９７２千円の減額です。中学校も同様に修学旅

行、自然教室が実施することができましたので、中学校費として７，４４

４千円減額するものです。以上です。 

 ご質問はありますでしょうか。ないようですので令和４年３月補正予算

についてご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

次に（４）令和４年度予算の重点施策について別紙３をご覧ください。 

 第５次扶桑町総合計画（基本計画）で「まちづくりの基本目標」が１か

ら５まで記載されています。その中で教育委員会関係は、基本目標２「み

んなで“学び育む”～次代と豊かな心を育むまちづくり～」の施策 No.６

学校教育と施策 No.８生涯学習です。 

 はじめに学校教育の事業について説明します。 

 学校運営協議会事業費ということで、令和２年度から進めている事業で

す。地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する地域

学校協働活動を目標とし、各学校の地域学校協働活動推進員と学校運営協

働協議会とが連携・協働して、地域とともにある学校づくりを推進すると

いう目的でございます。今回、後からご説明させていただきますが、教育

委員会学校教育課で学校運営協働協議会と地域学校協働活動推進員の両

方を行っていましたが、地域学校協働推進員の部分が生涯学習課に移行し

ますのでよろしくお願いします。  

 校舎大規模改造事業費ということで、令和４年度は扶桑東小学校非構造

部材の耐震化改修工事を行います。同じく校舎大規模改造事業費というこ

とで、扶桑北中学校体育館の大規模改修工事を行います。 

 学校給食共同調理場給食費徴収金󠄀につきまして、令和３年度に引き続き

まして第３子以降の学校給食費無償化事業の継続実施をいたします。 

 続きまして生涯学習課に移ります。 

 先ほど説明しましたように、新規ということで、地域学校協働本部事業

として進める事業で、地域学校協働活動を推進するために地域学校協働本

部を生涯学習課内に設置します。 

 次に図書館活動費につきましては、図書館に設置してありますエレベー

ターが更新時期を迎えるため改修工事を実施します。 

 最後に、その他体育施設管理費としまして、町民プールが老朽化により



 

 

 

 

 

教育委員 

 

教育次長 

 

 

教育委員 

 

教育次長 

 

 

 

 

教育長 

 

教育委員 

 

教育次長 

 

 

 

 

教育委員 

教育次長 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

教育次長 

令和２年度に廃止しておりますが、まだ建物が残っている状態ですので、

その建物を解体し、多目的に町民の方が利用できるようにスペースを設け

るということで、駐車場として整備工事を実施するものです。 

 重点施策につきましては、以上です。 

ご質問よろしかったでしょうか。 

以前、学校の耐震化工事は行われていますが、この改修工事というのは

どういうものですか。 

非構造部材は校舎内のロッカー等動くもので防災機能強化のため、まだ

固定化されていないものを固定する工事を行うものです。他よろしいです

か。 

 今まで、各学校でも学校運営協働協議会と地域学校協働活動ということ

で行ってきましたが、また別の活動を考えて行くものですか。 

 学校運営協働協議会は、学校の運営に関わることで、地域学校協働活動

については学校教育と生涯学習が連携して、学校だけでなく地域全体で行

うものです。 

 地域学校協働活動という大きな枠の中で学校運営協働協議会の活動を

進めるものです。 

 町全体の連合体で生涯学習課が束ねるということで、一部の学校だけで

なく町全体の活動として押し上げるために協働本部を設置するものです。 

 各地域学校協働本部設置により、各地区にばらついている人材も反映さ

れるということになりますね。 

 各小中学校のボランティア活動も活発で、この活動に対してもご理解い

ただいています。今後、生涯学習に移ることで各種団体の活動も考えられ

るため、検討しながら進めたいと思います。 

 他ありますでしょうか。ないようですので、ご承認いただけますでしょ

うか。 

 はい。 

 続きまして、（５）扶桑町就学援助児童生徒用衛生用品支給事務取扱要

綱についてお願いします。 

 別紙４をご覧ください。新型コロナウイルス感染症によりまして、経済

状況悪化の影響が長期化する中で、就学援助対象になっております児童生

徒の保護者に対して、学校生活において使用するマスクと生理用品を来年

度お配りするということで要綱を作っております。マスクについては小学

校費で３３１千円、中学校費につきましては１８５千円を想定しておりま

す。生理用品につきましては、小学校４年生以上の児童生徒に対してお配

りするということで計画をしております。概略につきましては以上です。 

ご質問よろしかったでしょうか。 
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教育次長 

生涯学習課長 
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教育次長 

教育委員 
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 手続きや対象日数はどのようですか。 

 支給対象者に引換券を出し役場で現物支給を予定しています。対象日数

は、学校生活が２００日を想定しています。 

 他にご質問はありますか。ないようですので、ご承認いただけますでし

ょうか。 

 はい。 

 次に（６）扶桑町地域学校協働本部設置要綱についてお願いします。 

 別紙５をご覧ください。先ほど説明がありましたように扶桑町地域学校

協働本部設置要綱を作成しました。各小中学校に一人ずついらっしゃいま

す地域学校協働活動推進員さんを中心にボランティアの方々のニーズに

応えて連携をして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

先ほど令和４年度予算の重点施策で説明しました要綱ですのでご理解

ください。要綱を見られて、何かお気づきの点やご質問はよろしかったで

しょうか。 

各学校の学校運営協働協議会委員のうち１名の委員は、地域学校協働活

動推進員推進員を兼ねていただき、協働本部の本部員として活動していた

だきます。その本部の統括的な仕事を生涯学習課で行うということです。 

 活発な活動を行うために、今後研究をしながら、ボランティア活動など

を進めていくということですね。 

 評議員会と学校運営協働協議会との関わりはどうなっていますか。 

 評議員会の形を守りつつ、今までは無報酬だったものも謝礼が伴いま

す。地域と学校を結ぶ大切な活動と考えています。従来の評議員会を地域

とともにある学校という視点でうまく移行できるようにと考えています。  

 よろしかったでしょうか。それでは、ご承認いただけますでしょうか。 

 はい。 

 次に（７）当面の諸課題についてお願いいたします。 

別紙、扶桑町教育委員会２月当面の諸課題をご覧ください。 

 学校教育についてお願いします。 

コロナの感染に関してです。まん延防止等重点措置が３月６日まで延長

されています。今回は、学校の生活がレベル２から３の間で、一番高いと

ころの状態が続いています。部活は中止で学習活動も制限されてます。現

場の先生方も濃厚接触者が出ないようにしていますが、感染が拡大してい

ます。感染状況につきまして、１月４日から２月２１日までの小中学校及

び教育委員会関係機関の陽性者数は、小学校児童９９人、中学校生徒２３

人、合わせて１１２人です。また、教職員は５人、公共施設等職員３人で

す。［感染状況等、例を挙げて説明］今まで何とか閉鎖せずに過ごせてい

ましたが、８月の末に通知された文部科学省の判断基準に沿って、扶桑町



でも学級・学年閉鎖、臨時休業措置をとりました。 

コロナ対応に関して、土日祝日を問わず指導主事が電話対応にあたり、

学校への指導・助言、保健所との連携を図り、また、教育委員会事務局で

最終判断し、様々な情報発信に向けてチームで動きました。児童クラブや

子ども広場、保育園との情報共有などチームプレーの連続で、素晴らしい

連携で乗り切ることができました。まだまだ緊張感の継続中ですが、感謝

感謝の日々です。 

愛知県教育委員会から２月１７日に臨時休業の新しい判断基準が示さ

れました。［別紙「校内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合の

対応の変更について」の説明］ 

令和４年度研究委嘱について、１月の定例会でご説明したものに加えて

扶桑東小学校の「令和４年度 体力づくり推進事業」があります。 

卒業式ですが、中学校は３月３日（木）、小学校は３月１８日（金󠄀）に

つきまして、来賓・在校生参加しないということで行います。教育委員の

皆様も本年度もご出席できませんのでよろしくお願いします。 

２月１５日の学校給食共同調理場運営委員会にご出席して、ご意見をい

ただきありがとうございました。 

 次に生涯学習に移ります。 

 公共施設利用につきましては、３月６日まで時間制限の延長、学校体育

館開放も中止しておりますのでよろしくお願いします。 

 社会教育審議会・青少年体験活動推進協議会を２月９日実施しました。 

 第２回扶桑町地域学校協働活動推進委員会が本年度の総括ということ

で１月２４日実施し、協働本部設置に向けて協議しました。 

 ソフトバレー大会を３月６日予定していましたが、中止になりました。 

ミステリーウォーク３月１３日で、野外行事でもありますので、今のとこ

ろ実施予定です。 

 続きまして報告・連絡事項です。 

 ２月９日に愛知県市町村教育委員会連合会理事会が書面開催でありま

した。なお教育委員全員出席の連合会総会につきましては、７月１３日

（水）開催のですのでご予定をお願いします。 

２月７日の愛知県市町村教育長会議、２月１７日の町村教育長研修会も

全て書面開催となりました。 

丹葉地方教育事務協議会の幹事会が２月２２日ありました。来年度は岩

倉に事務局が移り、次回の３月１５日、エナジーサポートアリーナで開か

れます事務協議会で会長が選出されます。よろしくお願いします。 

私からは以上です。 

 



 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

教育次長及び

各課長 

次に移りたいと思います。（１）指定外就学についてお願いします。 

別紙６をご覧ください。私立小中学校へ就学する届出がありましたの

で報告いたします。学校教育法施行令第９条で区域外就学等の中で市町

村が指定する以外の中学校へ入学させる時は、市町村教育委員会へ届出

を出さなければならないとあります。［別紙６説明］２月２５日現在、進

学先８校１１名の保護者から届出がありましたので報告します。 

続きまして（２）行事予定表についてお願いします。 

別紙７をご覧ください。［別紙７説明の中で、新型コロナウイルス感染

拡大に伴う中止の行事や縮小行事の内容についての報告がありました。］ 

 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

４ その他（１）令和４年度定例教育委員会・定例校長会の日程及び開

催会場についてお願いします。１月の定例会でお知らせをしました期日の

変更がありましたのでよろしくお願いします。別紙８をご覧ください。［別

紙８の説明］今後、変更が生じる場合もありますが、連絡調整させていた

だきます。よろしくお願いします。 

 （２）その他、何かございますか。ないようですので、以上で２月定例

教育委員会を閉会します。  

 

 


